
条件① 避難路や通学路に面しているもの（※隣地境界にあるものは対象外）

・避難路…「松山市地域防災計画」において指定されている
緊急輸送道路および主要避難路

・通学路…教育委員会が、児童の通学の安全確保のために指定している道路又は
通学のために利用している通路等。

※主要避難路については、国道・県道・市道や道から道へ通り抜けられる農道等が
「住宅や事業所等から指定緊急避難場所又は指定避難所等へ至る

不特定多数の者が通行する道」として補助対象になります。

条件② 危険なブロック塀等であること

・「ブロック塀の点検のチェックポイント」で１項目以上の不適合があるもの
塀に傾きやひび割れがあれば補助対象になる場合があります！

（※門柱やフェンス等は除く）

条件③ 補助対象者
(1)対象となるブロック塀等を所有する方
(2)市税を滞納していない方

※補助申請の流れは裏面をご覧ください。

STEP① 補助対象となるブロック塀等及び補助対象者

STEP② 除却または建替えの補助金額‼

除却または建替え費用の２／３
（１ｍ当たり８万円を限度）

除却費用の１／２

特に危険なブロック塀等の
除却（※基礎がないもの等）

危険なブロック塀等の
除却または建替え

最大 ７.５ 万円最大 ３０ 万円

【 補 助 額 】

受付期間：令和６年5月７日から令和７年１月３１日まで（先着順）

※１敷地に対して補助金の交付申請は１回のみ
※補助の金額に１，０００円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
※補助の対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を除きます。

ブロック塀等安全対策補助事業



お問合せ先 ： 松山市建築指導課 監察・防災担当（市役所本館９階）

☎：９４８-６５１２ ＦＡＸ：９３４-０６４０

★注意事項

コンクリートブロック塀やフェンス・板塀等に建替える場合には、下記にご注意ください。
○ 幅員４ｍ未満の道路に面している → 狭あい道路に関する手続きが必要な場合があります。
○ 防火・準防火地域の塀等の新設 → 建築確認申請が必要です。
○既設の擁壁や基礎の上に、あと施工アンカー等を使用してブロック塀の建替えはできません。

申請者 松山市

①補助金交付申請 ②受付・審査

③補助金交付決定④工事着手（契約）

⑤工事完了報告 ⑥受理・審査

⑦補助金確定

⑨補助金入金

交付決定通知書を郵送

確定通知書を郵送

⑧補助金請求

※2月２８日までに提出

○ 除 却： 道に面した危険なブロック塀等を撤去する工事

※工事契約前に申請が必要です !!

○ 建 替 え： 撤去後に、ブロック塀やフェンス等を新設する工事

●対象工事

●手続きの流れ

【申請に必要なもの】（詳しくはホームページをご確認ください。）

□ 補助金交付申請書（第１号様式） □ コンクリートブロック塀等の点検表（第２号様式）
□ 付近見取図（住宅地図の写し等） □ 図面（配置図、高さ・仕様が明示された図面など）
□ 現況写真 □ 見積書又はその写し
□ 所有者等であることを証する書面（土地又は建物の登記事項証明書の写し）
□ 市税の完納証明書（原本） □ そのほか市長が必要と認める書類

※交付決定通知が届いてから契約してください。


